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令和６年度　羽島郡二町教育委員会　教育指針「方針と重点」

No 基本目標 施策 重点内容 評価内容（教師用） 児童生徒用評価内容 前期小教員 後期小教員 前期小児童 後期小児童 前期中教員 後期中教員 前期中生徒 後期中生徒 分析 評価者の意見

安 心 ・ 安 全 を
守る教育の充
実

■自ら危険を予知・回避する力を児童生徒
が身に付けるよう、多種多様な訓練や学習
を工夫し、年間を通して意図的・計画的な指
導に努める。

□「命を守る訓練」等を実施する目的や意義
を児童生徒が自分ごととして捉え、「災害」や
「交通事故」「水難事故」の危険を予知・回避
する力を高める指導を行っている。

□命を守る訓練に真剣に取り組み、
「災害」や「交通事故」「水難事故」から
身を守ることに努めている。

93.6% 93.5% 92.6% 92.0% 93.4% 90.2% 95.2% 92.1%
○安心・安全を守る教育の充実では、小中学校ともに、さまざまな災害
や事故から身を守る意識と生きる方法を高いレベルで学ぶことができ
ている。

・災害時のさまざまな場面を想定した訓練ができている。子供も教職員も意識改革が図られ、いざというときの判断力を育てて
いるところがよい。
・地域の災害状況を鑑みて内容を適宜更新したい。例えば、大地震の後の「液状化現象」とは何かとを児童生徒に教えてもよ
い。
・子供たちが実施する訓練ができているか確認することが重要である。

体力づくりを推
進する運動機
会の拡充

■生涯にわたる豊かなスポーツライフの実
現に向けて、運動に親しみ、運動の習慣化
につなげられるよう、多様な場を設定する。

□児童生徒が楽しみながら体力づくりをする
ために、様々なスポーツや遊びを体験できる
場を提供したり、活動を工夫したりしている。

□体力づくりのために、スポーツに取
り組んだり、体を動かして遊んだりして
いる。

82.0% 83.2% 79.8% 81.1% 80.2% 69.9% 80.0% 73.1% ○体力づくりについては、小学校での運動機会が充実しているが、中
学校では後期に意図的な活動を仕組む必要性がある。

・一昔前はマラソン大会などもあり、体力向上の機会があったが、なかなかできない現状になっている。安全面に配慮しつつも
起爆剤になるような体力向上の行事を仕組むとともに、日常から外で遊ぶ児童生徒を増やす働きかけをしたい。
・体力向上のためには、基礎体力をつけることが大切である。それに向けての取り組みを考えてほしい。

健康なからだ
を支える生活
習 慣 ・ 疾 病 予
防

■健康管理ができる力を養うため、就寝時
刻、起床時刻、食事等、望ましい生活習慣
の定着に向けて指導の充実を図る。

□児童生徒に望ましい生活習慣の定着がで
きるよう家庭に向けて指導をしている。

□健康な体をつくるために、睡眠や食
事といった基本的な生活習慣を大事
にしている。

81.7% 79.1% 83.2% 83.4% 70.0% 77.7% 79.5% 80.2%
○健康な体を支える生活習慣・疾病予防の観点では、概ね満足できる
値である。また、中学校教員は前期で睡眠不足を指摘する声があった
が、若干の改善が見受けられる。

・特色ある取組として、生活リズムチャックが挙げられた。家庭での過ごし方（睡眠)や食事のとり方を工夫するために、学校が
家庭と連携している取組はよいことである。
・基本的生活習慣の中でも、睡眠をきちんととれるようにすることは大切である。

■道徳的価値を自分との関わりで見つめ直
し、物事を多面的・多角的に捉え、生き方に
ついての考えを深める授業を構築する。

□児童生徒が自己の生き方について考えが
深まるよう、道徳の授業や日常の生活指導に
おいて指導方法の改善に努めている。

□仲間と過ごす日常生活や道徳の授
業を通して、仲間のよさを見つけたり、
よりよく生きるための目当てや目標を
考えたりしている。

87.5% 87.5% 79.3% 79.4% 86.2% 86.9% 81.9% 80.1%

■地域社会や学校における今日的な課題を
踏まえ、認識力、自己啓発力、行動力を育
み、確かな人権感覚を身に付けるための教
育を推進する。

□今日的な課題を踏まえ、確かな人権感覚を
身に付けるための活動や指導方法を工夫し
ている。

□身近な人を大切にし、親切で思い
やりのある行動をしている。 85.0% 85.9% 85.7% 85.4% 83.0% 83.1% 87.7% 87.2%

自治的な能力
を育む集団づ
くりの推進

■各学校において、「柱となる活動」を意図
的・計画的に推進する中で、児童生徒が願
いや目標達成に向けて、自ら考え、率先して
行動できる指導に努める。

□「柱となる活動」の取組を通して、児童生徒
が自分たちの活動に自信をもてるよう支援し
ている。

□学校や学年、学級の行事や取組を
通して、やり切った喜びを味わい、自
分に自信をつけている。

82.8% 84.4% 82.8% 84.3% 80.8% 87.0% 81.6% 81.1%
○自治的な能力を育む集団づくりの推進では、行事や柱になる活動へ
の取組を通して、児童生徒が自信をもちつつある。

・行事・活動は、やってみて初めてその実感を味わうことができるものである。子供に実感が伴った声掛けを教職員には期待し
たい。
・児童生徒はたいへん落ち着いて学習や行事に取り組んでいる。夢中になれるような活動をさらに開発してもらいたいし、子供
の発信の活動を進められるとさらによい。

いじめの未然
防止、早期発
見 ・ 早 期 対 応
の徹底

■「いじめ防止基本方針」を活用し、定期的
に研修を実施するとともに、全職員による協
働体制と関係機関との連携により、いじめの
未然防止、早期発見・早期解決に努める。

□いじめに関する情報を迅速にとらえ、事案
については校内のいじめ防止対策委員会を
中心とした組織で対応をしている。

□仲間との関係で困ったことやいじめ
があった場合には、周りの仲間や大
人・先生に相談をしている。

94.2% 96.1% 79.7% 79.5% 89.7% 94.5% 80.3% 79.0%
○いじめの未然防止、早期発見・早期対応では、高い水準を示してい
るが、教師評価と児童生徒評価の数値の間に差異が見られるので、さ
らに相談しやすい環境、相談する機会を設けることが求められる。

・いじめの未然防止として一番大切なことは、先生も保護者も子供の「あのね。」という一言を聞き逃さない、聞き洩らさないこと
である。
・いじめのアンケートとともに、その前後に子供と面談する取組がある。丁寧でよい。
・いじめの第一相談者に、担任の先生になるよう、先生にはゆとりを持った眼差しで子供と関わってほしい。

地域に根付い
た「ふるさと」教
育の推進

■学校運営協議会を柱とした多様な人とつ
ながり、関わる地域活動を実施する。

□地域の様々な方とのつながりを大切にし、
意図的・計画的に地域の方から学ぶ機会を
設けている。

□地域の様々な方と関わり、地域の
人々から学んでいる。 80.0% 81.8% 72.5% 74.6% 74.4% 80.8% 59.9% 63.6% ○地域に根付いた「ふるさと」教育の推進では、児童生徒の意識は成

長段階であるが、確実に教員の意識は高まっている。

・地域のスペシャリストを講師として招き、学び、感じることは、児童生徒の人間形成にもよい影響がある。そのスペシャリストに
憧れをもたせることが鍵である。
・地域の存在感が問われている。地域と学校、家庭が根付くために、子供だけでなく大人・親世代も一緒に学べるようになりた
い。
・地域とのふれあいの場をどのように設けるのか、地域活動を牽引する人材（後継者）をどうやって見つけていくかが課題であ
る。

学ぶことの意
義や価値の理
解を伴った指
導の充実

■地域で働く人々の姿や生き方に触れる職
場体験活動や外部講師による講演会等の
充実を図るとともに、キャリアパスポートを有
効活用し、児童生徒が成長や変容を自覚で
きる指導・援助に努める。

□学習指導や生活指導の場面で生き方との
つながりや意味指導を行い、意欲の喚起や希
望・憧れがもてる指導に努めている。

□自分の興味・関心のあることを見つ
け、探究したり、仲間のために働いた
りしようとしている。

84.2% 83.5% 83.6% 83.3% 85.9% 84.3% 81.4% 80.9% ○学ぶことの意義や価値の理解を伴った指導の充実では、教師評価、
児童生徒評価ともに１年間を通して高い水準を示している。

・生き方指導を大切にすることはよい。
・活動を伴う学習を進めることで子供たちは生き生きと学んでいる。
・生き方教育につながる集会などを参観してきた。子供たちが目的に向かって意見を交わしたり、仲間を思いやったりする配慮
はよいことである。

主体的・対話
的で深い学び
のある授業の
構築

■どの子もが学びに向かうため、個別最適
な学びや協働的な学びを位置付け、基礎・
基本の定着を図ったり、探究的な学びを進
めたりしている。

□児童生徒が主体的・対話的に学ぶため、学
習方法や学習形態の工夫や価値付け、見届
けに努めている。

□授業で、仲間と意見を伝え合い、考
えに自信がもてるようになっている。 84.7% 88.7% 77.3% 76.3% 85.7% 89.9% 75.6% 78.9% ○主体的・対話的で深い学びのある授業の構築では、一定の水準を

示しているが、教師の指導の意図と児童生徒の実感にやや差異があ
る。伝え合う場の充実により関わりのよさを実感する働きかけをする。

・先生が教える方の授業の積み上げも必要だが、自分で考えること、当事者意識をもって仲間の意見を聞き取ることができる
授業を期待したい。
・昔の指導からの脱却が求められている。一方で、自主性と言いながら放任になっては子供に力がつかない。意欲を高める指
導、力がついていく実感を味わえる指導ができるよう工夫を求めたい。
・外国籍の子どもたちが増えることが見込まれている。関係機関と連携しながら、一人一人と向き合い、その子にあわせた指導
をお願いしたい。

基礎・基本の
定着と個の興
味・関心ある内
容を探究する
家庭学習の充
実

■一人一台端末を活用し、授業の学習内容
の定着を目的とした家庭学習と、個の興味・
関心を広げたり深めたりする探究的な学び
を推進する家庭学習の充実を図る。

□基礎・基本の定着のための課題や探究的
な学びの課題を適宜、提示することで、家庭
学習の充実に努めている。

□学びたいことや必要なことを家庭学
習で取り組めている。 80.0% 79.9% 79.6% 78.2% 73.6% 74.2% 73.5% 70.6%

○基礎・基本の定着と個の興味・関心ある内容を探究する家庭学習の
充実では、発達段階が進むにつれて伸びが鈍化している。家庭学習
の仕方の指導と発達段階に応じた課題がもてる指導が必要である。

・子供たちのＩＣＴ活用技能は大人の想像を超えているが、リテラシーやモラル面のトラブルが心配される。
・家庭学習の自由課題・探究課題の推進はよいことであるが、家庭の見届ける力によって学力格差が生まれないか心配であ
る。学力をつけるには積み上げが大切である。
・学力の定着度や学ぶ意欲に配慮した家庭学習が進められるような配慮があるとよい。

特別支援教育
の充実

■一人一人に応じた支援の充実に向けて、
特別支援教育コーディネーターを中心に、学
校や保護者、関係機関と連携し、特別な支
援を要する児童生徒について共通理解を図
る。

□特別な支援を要する児童生徒に対して、一
人一人のニーズに応じた具体的な支援や指
導を行っている。

□学習や生活の中での自分の状態を
理解し、自分のよさを生かし、困り感
の克服に向けて取り組めている。

88.9% 89.3% 78.7% 77.6% 81.4% 84.9% 75.6% 74.5%
○特別支援教育の充実では、教師評価と児童生徒評価に差異があ
り。子供たちは意図的な指導・教師の声掛けを待っていることを教師に
指導する必要がある。

・教育の原点は特別支援教育である。
・インクルーシブ教育は大切であるが、教職員も児童生徒も意識の壁を取り払う必要がある。
・一人一人に配慮した丁寧な指導をすることはよい。その指導前後に保護者と問題を共有し、指導方針の理解を得ることが大
切である。

魅力ある生涯
学習の充実

■ニーズに応じた生涯学習の機会を提供す
る。

□地域の行事や公民館の講座について、紹
介したり、参加を促したりしている。

□地域の活動やイベント・講座等に参
加し、自分の世界を広げている。 75.7% 78.5% 67.2% 68.1% 73.1% 75.1% 54.3% 60.9%

○魅力ある生涯学習の充実は、まだ伸びしろはある。地域活動やイベ
ント等に参加する児童生徒が増えるよう、地域に目お向けさせる配慮
が感じられる。また、教師の意識は高まっている。

・子供自身に、やってみたい講座・企画を考えさせることもよい。例えば、キッズウィークの中で、中学生のチームが一つの講座
を企画し、運営することに挑戦させることはおもしろいことであり、将来の地域人材育成につながる。

今日的な課題
に対応した教
育の推進

■ＩＣＴ機器やデジタル教材等を積極的に活
用するとともに、多様な利活用を通してより
効果的な活用方法を工夫している。

□ＩＣＴ機器やデジタル教材等を積極的に活用
するとともに、活用場面や活用方法の指導を
工夫している。

□タブレットなどのＩＣＴ機器を正しく使
い、自分や仲間の学習や生活をよりよ
くしている。

84.0% 83.6% 82.4% 85.2% 73.6% 80.6% 83.6% 82.5% ○今日的な課題に対応した教育の推進では、ＩＣＴ機器を活用した学習
が定着しつつある。中学校教員に有効活用への意識が高まってきた。

・ＩＣＴの授業への活用が進んでいる今こそ、バランス感覚が大切である。ＩＣＴの疑似体験とアナログの直接体験のメリットを最
大限に生かせる授業を推進してほしい。
・ＩＣＴ活用の世代間格差を生まないような取組をしてほしい。また、苦手意識がある子供には丁寧な対応が必要である。

不登校の未然
防止と個に応
じた教育環境
の整備

■教育相談コーディネーターを中心に、不登
校の未然防止策や早期支援策を明らかに
し、関係諸機関と連携しながら「チーム学
校」として取り組む。

□児童生徒一人一人の状況把握や早期の教
育相談により、不登校の未然防止策や早期
支援策に組織的に取り組んでいる。

□学校生活や仲間関係のことで困っ
たことや悩みがある場合には、自分一
人で抱え込まず、周りの仲間や大人、
先生に相談している。

89.5% 90.2% 78.6% 77.9% 87.4% 90.2% 78.9% 76.6%
○不登校の未然防止と個に応じた教育環境の整備では、高い水準の
値を示しているが、教師と児童生徒の評価に差異がある。相談しやす
い環境づくりを組織的に推進していく必要がある。

・不登校は未然防止の取組が重要である。今までのケースから要因分析をして、学校に行きたくなるような取組や働きかけを
継続してほしい。
・不登校になる前に声をかけてくれる先生や仲間、心が苦しくなったときに声をかける仲間や先生の存在が大切である。

安 全 ・ 安 心 が
担保された学
校施設設備の
整備

■学校施設・設備・教育備品の日常的な点
検を確実に実施するとともに、その結果を踏
まえて適切に対応し、児童生徒の安全・安
心な学校生活を保障する。

□自分が担当する施設・設備・備品の危険個
所・修繕箇所の状況を定期的に点検・確認
し、管理職を通して適切に対応するよう働き
かけている。

0 88.9% 90.1% 0.0% 0.0% 85.2% 83.9% 0.0% 0.0%
○安心・安全が担保された学校施設の整備では、概ね満足できる数値
である。今後も日常的な点検確認とともに町行政部局と相談し、計画
的な修繕対応を進めていくことが求められる。

・学校施設の点検を複数名で人や見る目を変える取組はよい。
・学校で修繕できるのか、業者の介入が必要なのかを、子供のために迅速に判断し、行政部局に早期の対応を依頼したい。

ＢＣＰ(business
continuity
planning) の 策
定と整備

■災害時に児童生徒の安全が確保された
中で、どう教育活動を継続していくか・どう復
旧していくかという視点を、学校防災マニュ
アルに取り入れ、より実践的なものになるよ
う努める。

□地域の実態や実情に合わせて学校防災マ
ニュアルを見直し、職員間で共通理解を図り、
命を守る訓練や安全指導に取り組んでいる。

□遊んだり活動したりするときには、
周りをよく見て、けがや事故がおきな
いように気をつけている。

86.8% 86.7% 89.8% 89.2% 85.0% 82.0% 91.7% 88.2%
○ＢＣＰの策定と整備では、高い値を示している。今後も、学校側のマ
ニュアルの更新や実践的な訓練とともに、日常的な児童生徒の姿を高
める指導を継続する。

・対応方針の更新の視点として、全員で想定外に対しての判断が必要であることも意識化させる必要がある。
・命を守るために、「べき」ことなのか、「柔軟」に対応することなのかを、問いかける訓練を実施し、振り返ることが必要である。
・訓練したことを子供から親に伝える（還元）ことで学校・社会が安全・安心になる。

家庭や地域の
教育力の向上

■地域活動への参加と連携したボランティ
ア活動を推進する。

□地域の行事に参加することやボランティア
で人のためになることをするよう働きかけてい
る。

□ボランティアや家の手伝いに進んで
取り組み、地域や家族のためになるこ
とをしている。

77.5% 78.2% 74.8% 74.7% 82.4% 84.2% 71.7% 66.0%
○家庭や地域の教育力の向上では、地域のボランティアへの意識は
非常に高くなった。一方で家庭での位置付けでは、一家庭一ボランティ
アなどの啓発などをさらに進める必要がある。

・中学生が中心となり、能登半島地震の被災者のための募金活動を行い、珠洲市まで出向いて届けている。質の高いボラン
ティアが行われている。
・子供だけにボランティアを押し付けていないか。親自身がボランティアをする姿を示すことで子供に好影響を与える。親もボラ
ンティアに巻き込み、啓発をしていけるとよい。

教職員の資質
向上と働き方
改革の推進

■児童生徒の一人一台端末や校務系・学習
系システム、クラウドツール等を積極的に活
用することで、授業改善や業務のスリム化を
図る。

□校務系・学習系システム、クラウドツール等
を、積極的に活用することで、授業を分かりや
すくしたり、業務のスリム化に努めたりしてい
る。

0 77.6% 78.5% 0.0% 0.0% 67.7% 70.9% 0.0% 0.0% ○教職員の資質向上と働き方改革の推進では、公務のＤＸ化への意
識化が浸透しつつある。

・ＤＸ化の波は避けられないが、スキルの共有を図る場を設ける必要がある。
・教員の資質向上のためには、遠回りかもしれないが、子供と遊ぶ先生、子供と話す先生、子供に相談される先生、子供を思
い浮かべて授業の準備をする先生を目指すことが一番である。そのためには、子供と向き合う時間を確保するような工夫が必
要である。

幼保・小・中・
高の連携促進

■幼保小、小中、中高の交流の場を設け、
関係機関で情報共有を行うとともに、見通し
をもって就学できるよう工夫する。

□教員間で幼保小、小中、中高で情報共有を
し、幼児児童生徒が交流するような場を設定
している。

0 72.9% 79.1% 0.0% 0.0% 65.8% 64.4% 0.0% 0.0%
○幼保・小・中・高の連携の促進では、教育支援委員会や夏季研修会
の場で意図的な交流が進められた。今後は、小１・６、中１・３以外の教
職員も積極的に交流を進める必要がある。

・小学校、中学校の教員の交流、異動（小中填補）が必要である。
・子供たちも縦割りの交流を求めている。異年齢との活動から学ぶことは非常に多くある。
・子供への指導法や子供の様相について校種の垣根を超えた交流をすることで、それぞれの段差解消につながる。

目
標
３

Ⅲ　未来
への夢や
願い、目
標をもち、
達成に向
けた過程
の中で生
まれる課
題や問題
に対し、自
ら考え実
践するな
ど、学び
方を含め
た学ぶ力
を育成す
る。

目
標
４

Ⅳ　新しい
時代につ
ながる教
育を推進
し、学びの
セーフ
ティーネッ
トの基盤・
環境を整
備する。

様々な関わりの中で学び、社会の一員として貢献できる社会人の育成
　◇　自らの意思をもち、他者との協働を通して、願いの具現に向けた実践力を育成する。
　◇　学校・家庭・地域・行政の役割を明確にし、共有した目標具現に向け、各々の強みを生かした連携が図られた教育を推進する。

評価内容　   　評価…４段階 A:75%～  Ｂ:74%～60%  Ｃ:40%～59%  Ｄ:～39%）

目
標
1

Ⅰ　生命
の尊厳を
深く認識
し、状況に
応じた的
確な判断
のもと、健
康・安全
の保持増
進を図る
力を育成
する。

目
標
２

Ⅱ　自己と
他者を思
いやる心
をもち、つ
ながりを
大切にし
てともに歩
む豊かな
人間性を
育む。

物事の本質や
価値に気付く
教育の充実
（人権教育の

推進）

○物事の本質や価値に気付く教育の充実では、小中学校で高い水準
を示しているが、教師評価と児童生徒評価の間に差異が見られるの
で、さらに児童生徒のよさを価値付けたり、その値打ちを説明する指導
の充実が求められる。

・一律で行う指導には意味指導を丁寧に行うことが大切である。

・個性を尊重する指導には集団の雰囲気づくりに配慮してもらいたい。

・児童生徒に人権意識、道徳性を身に付けさせることは、今まで以上の指導や意図的・計画的な取組が必要である。

・地域の方は児童生徒は「ありがとう」の一声で意欲ややる気を出す。そのため、児童生徒の「ありがとう」の一言は、子供たち
を支えるボランティアの方の気持ちが高めることを実感させたい。



② 教育行政関係各種委員の委嘱について ・・・・・・・・・・・　33件

④ 教育（功労者、ＳＥＳ）表彰に関すること ・・・・・・・・・・・・・  3件

⑥ 教科書採択に関すること ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 　3件

⑧ 教育委員会点検評価報告について ・・・・・・・・・・・・・・・   1件

⑩ 羽島郡の教育の進捗について　・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 　4件

　
□

■

1

 
□

■

2

　
□

■

3

□

■

教育委員に関すること

基本目標 重点施策 評価 今年度の成果（□）　と　次年度の方向（■） 評価者の意見

・二町の教育方針など方向性を
確認しながら、郡内の実態に見
合った施策の検討をお願いした
い。

・教育委員ならではの立場、視
点で議論することが大切である。

① 教育委員会規則等法令の制定及び改廃　・・・・・・・　  8件

③ 教職員等人事異動、承認に関すること　・・・・・・・・・・　5件

⑤ 教育委員会予算、決算に関すること　 ・・・・・・・・・・・　2件

⑦ 教育委員会年間計画・報告について  ・・・・・・・・・・　37件

⑨ 方針と重点について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  1件

イ）教育委員研修の
    充実 Ａ

教育委員県外視察研修について

  学校行事や町行事に参加し、委員自身の研鑽につながった。

  学校行事や町行事に積極的に参加し、交流して感じた問題点などを教育行政の改善に反映させる必要がある。

教育委員会機能の
  強化

ア）教育委員会会議の
    充実 Ａ

・教育委員会定例会議は年10回開催され、教育委員会の職務権限に属する次の10の案件を審議する。

　二町の教育活動を進める上で、一見教育分野とは関係が薄いと思われることも、さまざまな所で関係しており、研修などへ参加することは重
要なことと考えられる。今後も教育に携わる者として自己研鑽を進めていくよう努める。

その他の研修（教育委員の直接参加行事）について
学校行事、地域行事の参加機会を逃さず、積極的に参加することで委員自身の研鑽に努める。

・教育委員会から情報提供をしたり、地域の行事等に自主参加したりし、定例会等で共通理解を図っている。

　全ての案件を慎重に審議し、円滑な教育行政の運営に資することができた。総合教育会議の開催は年１回。教育長が両町長等へ令和６
年３月に策定した「教育大綱ならびに第４次教育振興基本計画」を説明し、地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため、重
点的に講ずべき施策等の打合せを行っている。

　定例会議の議題については委員の意見も取り入れ、教育現場と地域の現状把握に努めるとともに、その運営がより有効に活用されるよう取
り組む必要がある。

・視察研修については、学校教
育のみならず社会教育の側面も
含め、幅広い視点から学ぶこと
が必要である。

・他市町の教育に関する様々な
情報を得ることにより、実践につ
ながる助言等をお願いしたい。

　二町の教育の指針や具体的施策の参考となるような他市町の視察について検討し、教育課題を学ぶ機会を設けていく。

　今年度は、令和６年10月2日（水）に大阪市で開催された西日本最大級の教育分野に特化して展示会「ＥＤＩＸ関西」に参加した。ＩＣＴ機器
や教材などの展示だけでなく、有識者による発表やディスカッション、公開授業など多彩なプログラムで構成された展示会であった。ICT活用
による教育改革として、一人一台端末で学びの保障や充実、情報活用能力の向上、働き方改革への寄与と今後の教育について、考えさせ
られる研修となった。

　今後も二町の教育の指針や糸口、あるいは具体的な施策の参考となるような先進地事例の視察内容や学校、社会施設の視察地につい
て、今後も検討していきたい。

岐阜県市町村教育委員会連合会研究総会について

　各市町村教育委員会が実践する活動を参考に交流することで、教育委員としての資質向上につなげる。

　今後の教育行政について研修を深めることを目的とした教育委員の自己研修の場として、令和６年10月29日（火）高山市民文化会館で開
催された。「令和の日本型教育推進に向けての教育委員の使命」をテーマとした研究総会に教育委員及び事務局職員で参加した。書道家
の茂住　菁邨（もずみ　せいそん）氏の講演会は、「内閣府公務の裏側と書の魅力」を演題にしたもので、書への想いが自分の生き方に繋が
る内容の講演であり、現在の子どもたちに通じるものがあった。講演会後、テーマ別の分科会に分かれ、県下の教育委員会が実践する具体
的活動の発表を受け、グループ単位で他地域の教育委員と交流を図ることで課題も明確になり、教育委員としての資質向上につなげる貴重
な時間となった。



教育委員に関すること

基本目標 重点施策 評価 今年度の成果（□）　と　次年度の方向（■） 評価者の意見

1

□

■

2

□

■

　11月28日(木)　岐南町立西小学校
　「自ら仲間とかかわり合い　豊かな生活をつくり出す子どもの育成～居場所と絆つくり、自己現実につながる学級活動を通して～」を研究主
題に掲げ、学級活動を実施。学級や学校の生活をよくしたいという願いをもち、仲間とより楽しく豊かな学級や学校の生活を築こうとする児童
の姿があった。

　１2月6日(金)　笠松町立松枝小学校
　「『自分ごと』として考え、学び、実践する児童の育成～地域・人・自然・対象と関わり、自分ごとの学びを深める授業を通して～」を研究主題
に掲げ、集団活動を実施。自分たちが探求したいこと、実現したいことを明確にもち、喜びを感じながら活動する児童の姿があった。

　学校経営の成果を把握し、課題解決を図るため訪問事業を推進していく。

教育委員会機能の
  強化

ウ）学校の定期的な
   参観と懇談の実施 Ａ

学校訪問及び施設訪問について
　実践公表会及び小中学校訪問等で行事や授業の参観や懇談会を行い、年間を通して学校の実態及び学校経営の成果を把握する。

・学校訪問は、各学校の特色を
活かした授業のなかで、子ども
たちの姿や学校の雰囲気を直
接感じることにより、気付くことが
あるから今後も続けるとよい。

・実践公表会では、先生方も大
変であると思うが、研究発表が
ひとつの刺激となり、資質向上
につながると思う。

・教育委員と事務局職員が合同で郡内各小中学校を訪問し、授業の様子を参観するとともに、教職員との懇談会を実施するなど広く意見交
換をしている。

　６月に松枝小学校、９月に東小学校の学校訪問を行い、授業参観後、管理職の先生方との懇談会を実施した。学校の経営方針、子どもの
様子など、現場の様子を効果的に把握できた。その他の行事にも可能な限り参加することによって、年間を通して継続的に学校の実態をつ
かむことができた。

　各学校の特色を生かした教育・経営方針などを、より充実できるような指導アドバイスのあり方について工夫していく。

　実践公表会　３校　　（岐南中学校・西小学校・松枝小学校）

  11月14日(木)　岐南町立岐南中学校
　「主体的に学ぶ生徒の育成～協働的な学びを意図的に取り入れた。自己の学びを実感学習活動の工夫～」を研究主題に掲げ、教科研究
を実施。生徒が「分かったこと、できたことを実感できた」だから、「もっと学びたい」というサイクルを生み出すことで、主体的に学ぶ生徒の姿
があった。



羽島郡二町教育委員会点検評価実施要領 

                      

 

 

羽島郡二町教育委員会 

 

（目 的） 

第１条 この要領は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条第１項         
の規定に基づく羽島郡二町教育委員会（以下「教育委員会」という。）の権限に
属する事務の管理及び執行の状況についての点検及び評価（以下「点検評価」と
いう。）を行い、羽島郡二町の教育の推進体制を一層充実させ、教育水準の向上
を図り、もって町民の期待に応えるために必要な事項を定めることを目的とする。 

   

（点検評価の実施及び体制） 

第２条 教育委員会は、当年度の教育委員会の事務について、点検評価を行う。 

２ 教育委員会は、前項の点検評価を適正なものとするため、外部の学識経験者等
によって構成する評価委員会の意見を聴かなければならない。 

 

（評価事項） 

第３条 教育委員会は、当年度の教育委員会の事務について、次の各号に掲げる内
容の点検評価を実施する。 

 一 教育委員会の活動状況 教育委員会会議の実施状況、調査活動の状況等 

 二 事務事業の執行状況 教育委員会の基本方針に掲げる主要施策の執行状況
及びその成果 

三 前年度の点検評価結果への対応状況 前年度の点検評価結果において次項
による達成度の評価がＣまたはＤとされた事務事業に対する対応の状況 

２ 前項の点検評価においては、次の４区分により達成度の評価を行う。 

 Ａ 順調に達成しているもの 

 Ｂ おおむね順調に達成しているもの 

 Ｃ 達成見込みであるが課題があるもの 

  Ｄ 順調でないもの 

 

（点検評価の手順） 

第４条 点検評価を実施するに当たっては、教育委員会事務局各課がその所管する
事務事業等について第一次評価を行う。 

２ 教育委員会は、第一次評価の結果を基に、第２条第２項に規定する評価委員会
の意見を聴いたうえで、教育委員会会議において最終評価を行う。 

３ 教育委員会は、前項の評価結果を報告書にまとめ、議会に提出する。 

４ 教育委員会は、前項の報告書を教育委員会のホームページに掲載し公表する。 

 

（庶 務） 

第５条 点検評価の庶務は、教育委員会総務課において行う。 

   

（委 任） 

第６条 この要領に定めるもののほか、この要領を実施するために必要な事項は、
教育長が別に定める。 

   

   

附 則 

  １ この要領は、平成２０年１２月１日から施行する。 

附 則 

  １ この要領は、平成２２年 ４月１日から施行する。 

附 則 

  １ この要領は、平成２７年 ４月１日から施行する。 

 

 



羽島郡二町教育委員会点検評価実施細則 

                      

 

 

羽島郡二町教育委員会 

 

（目 的） 

第１条 この規則は、羽島郡二町教育委員会点検評価実施要領（以下「実施要領」
という。）に基づく点検評価を実施するために必要な事項を定めることを目的と
する。 

   

（羽島郡二町教育委員会点検評価委員会の設置） 

第２条 実施要領第２条第２項に定める外部の学識経験者によって構成する評価
員会の名称は、「羽島郡二町教育委員会点検評価委員会」（以下「評価委員会」と
いう。）とする。 

２ 評価委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。  

（1）教育学その他教育行政に関する専門知識を有する者 
（2）学校関係者 
（3）保護者 
（4）民間における企業体、団体等の関係者 
（5）その他教育長が適当と認める者 
３ 評価委員会は、委員６名以内で組織する。 

４ 委員の任期は２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と
する。 

５ 委員の再任は妨げない。 

 

（評価委員会の運営） 

第３条 評価委員会に委員長を置き、委員の互選により決める。 

２ 委員長は、会務を整理し、評価委員会を代表する。 

３ 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理
する。 

４ 評価委員会は、委員長が招集し、その会議の議長を務める。 

 

（評価様式） 

第４条 実施要領第３条第１項各号に定める点検評価は、別記様式により行う。 

 

（点検評価の取り扱い） 

第５条 実施要領第４条第３項に定める報告書の議会への提出は、３月定例議会に
おいて行う。 

   

（庶 務） 

第６条 この細則の実施にかかる庶務は、教育委員会総務課が行う。 

 

 

 

附 則 

  １ この細則は、平成２０年１２月１日から施行する。 

附 則 

  １ この細則は、平成２２年 ４月１日から施行する。 

附 則 

１ この細則は、平成２７年 ４月１日から施行する。 

 



 

令和６・７年度「羽島郡二町教育委員会点検評価委員」 

（敬称略）  

 氏  名 備     考 

１ 古 澤 哲 男 

・細則第２条第２項１号委員（教育学その他教育行政に関する 

専門知識を有する者） 

 

・元県教委学校支援課長、岐阜聖徳学園大学非常勤講師 

２ 松 原   茂 

・細則第２条第２項２号委員（学校関係者） 

 

・羽島郡小中学校長会 会長 

・笠松町立松枝小学校 校長 

３ 

 

髙 橋 清 孝 

 

・細則第２条第２項３号委員（保護者） 

 

・笠松町立松枝小学校ＰＴＡ会長 

４ 加 藤 博 文 

・細則第２条第２項４号委員（民間における企業体、団体等の 

関係者） 

 

５ 

 

太 田 千香子 

  

・細則第２条第２項５号委員（その他教育長が適当と認める者） 

 

・岐阜教育事務所 教育支援課 学校地域連携係 課長補佐 

   令和６・７年度 任期２年（令和６年４月１日～令和８年３月３１日） 

 

教育委員会事務局 

① 教育長      野 原 弘 康 

② 総務課長    岩 田 由 美 

③ 学校教育課長  宮 川 浩 司 

④ 社会教育課長  藤 枝 豊 和 

 

 

 


